
回覧 

 

埋立て行為による土壌汚染や崩落など災害発生を防止するため、 

『茂原市再生土の埋立て等規制条例』 

『茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例』 

を制定しました。 

茂原市再生土の埋立て等規制条例 

◆再生土の埋立て等は原則禁止します。 

 ＊再生土：燃え殻や汚泥などの産業廃棄物を処理して製造された、土砂と同様の形状を有する物。 

 

茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例  

◆面積が 300 ㎡以上 3,000 ㎡未満の土砂等の埋立て等を行う場合は許可申請が必要です。 

面積が 300 ㎡未満でも、隣接地で３年以内に土砂等の埋立て等が行われ、合算して 300 ㎡

以上になる場合も許可申請が必要となります。 

◆土地の所有者も埋立て事業の許可申請者となります。 

土地の所有者も埋立て等に伴う責任や義務を負い、条例

に違反した場合は命令や罰則を受けることがあります。 

◆面積を問わず、安全基準に適合しない土砂等による埋立

て等はできません。 

違反した場合は命令や罰則を受けることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

～ 条例制定のお知らせ ～ 


